和束茶カフェ運営協議会　販売契約書（案）
和束茶カフェ運営協議会長（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、甲が運営する和束茶カフェにおける商品の販売について、和束茶カフェ運営協議会規約（以下「規約」という。）第２０条に従い、次のとおり販売契約を締結する。
（契約遵守）
第１条　乙は安全・安心な商品を和束茶カフェで販売することについて、販売契約の定めを遵守しなければならない。
（契約期間）
第２条　この契約の期間は、平成　　年　　月　　日から該当年度内とする。
但し、甲又は乙から契約解除の申出がない限り、契約期間満了後も自動的に継続更新するものとする。
（持ち込み）
第３条　商品の持ち込みについては、甲の定めに従わなければならない。
（販売及び撤去）
第４条　甲は乙の設定した定価に基づき商品を販売する。
　　２　商品の著しい傷み・劣化及び安全性の欠如等により販売することが不適切と判断した場合、甲は乙の承諾を得ることなく商品を撤去することができる。
　　３　商品のクレームなどに関する事項については、乙の責任において解決するものとする。
（損害の補償）
第５条　販売品撤去、処分、もしくは盗難、自然災害等、甲の帰することのできない理由により乙に損害が発生した場合であっても、乙はその補償を甲に請求することはできない。
（販売代金及び手数料の精算）
第６条　甲は販売品の販売代金を原則として月末に精算し、販売代金から規約第２１条に定める販売手数料及びその他費用等と振込にかかる手数料を差し引いた額を、精算日から２週間以内に乙の指定する金融機関に振り込むこととする。
（契約解除）
第７条　甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
　　（１）この契約に違反したとき。
　　（２）甲の事業を妨げる行為、又は信用を傷つける行為をしたとき。
（その他）
第８条　この契約に疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、甲及び乙が協議し別に定めるものとする。
上記の契約を証するため本契約を２通作成し、甲及び乙記名捺印の上、各自１通を保有する。
平成　　年　　月　　日
（甲）　　住　　所　京都府相楽郡和束町白栖大狭間３５
　　　　　氏　　名　和束茶カフェ運営協議会
　　　　　　　　　　会　長　　　　　　　　　　　　　㊞
（乙）　　住　　所
　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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